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C O N T E N T S

大和ハウス工業株式会社のスマートタウン
「スマ・エコ タウン 晴美台」（大阪府堺市）。
全住戸（65戸）に太陽光発電システムや家庭
用リチウムイオン蓄電池、同社オリジナルの
エネルギーマネジメントシステムを設置する
とともに、各戸からデータを収集し、街全体
のエネルギーを見える化する「SMA×ECO
クラウド」を導入している。また、集会所にも
エネルギー自給の仕組みを構築するなど、
街全体でエネルギーをコントロールする
ゼロ・エネルギー・タウンを実現。

今月の表紙

17ＰＨＣ資格認定（新規）講習会開催

12「エコアクション2020」実績

17プレハブ建築品質向上講習会開催

18PC建築部会

「ＰＣ部材製造管理技術者資格認定
第２回講習・試験」を実施

09住宅部会 環境分科会
環境シンポジウム2018を開催
「SDGｓに向けた住宅産業の役割」
― 住宅のレジリエンスの視点から ―
東京大学大学院　清家 剛　准教授

11住宅部会

報道関係者向け見学会を開催

18新規会員のご紹介

08新年賀詞交歓会を開催

13規格建築部会

平成30年7月豪雨災害及び北海道胆振東部地震
における建設

15住宅産業CS大会開催

株式会社スターフライヤー　渕 けい子 氏

年頭所感
02芳井 敬一　会長
03石田 優　　国土交通省住宅局長
04井上 宏司　経済産業省製造産業局長
05宍戸 宏　　PC建築部会長

06竹中 宣雄　住宅部会長

07郡 正直　　規格建築部会長
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年頭所感

　平成31年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
本年も当協会の活動に対しまして、格別のご厚情を賜りま
すよう厚くお願い申し上げます。
　昨年は自然災害が相次いで発生し、各地で多くの被害を
もたらしました。お亡くなりになられました方々には謹んで
哀悼の意を表し、被害に遭われました方々には心よりお見
舞いを申し上げ、被災されました地域の１日も早い復旧、復
興が進まれるようお祈り申し上げます。
　西日本を中心とした「平成30年7月豪雨」においては、岡
山県、広島県及び愛媛県から、また、「平成30年北海道胆振
東部地震」においては、北海道からの建設要請をうけ、規格
建築部会の会員会社が計556戸の応急仮設住宅、144床の
福祉仮設住宅を昨年末までに建設し、被災者の方々にご入
居いただく事が出来ました。建設にご尽力いただいた関係
の皆様に心よりお礼申し上げます。
　さて、昨今の日本経済は、全般的に緩やかな回復基調を
示していますが、一方、米中貿易摩擦など不安定な世界経済
の影響が国内経済に与えることも懸念されています。
　住宅着工戸数を見てみますと、昨年後半から持家が若干
増加してきているものの、昨年全体では持家、貸家で対前年
比マイナスとなっており、厳しい状況が続いています。
　本年は、10月に「消費税10％への引き上げ」が予定されて
おりますが、昨年末、政府より、住宅ローン減税の適用年数
の3年延長や次世代住宅ポイント制度の創設などの対策を
決定していただきました。ご尽力いただきました皆様には
心より感謝申し上げるとともに、当協会としても、これらの
施策を正しくスピーディーにお客様に伝え、消費税引き上
げ導入前の駆け込み増や、導入後の反動減の緩和に取り組
み住宅業界の需要安定化に寄与できるようにしていきたい
と考えております。

　現在、日本の住宅ストックは約6000万戸、そのうち世帯
が居住している住宅で耐震性の低い住宅が約900万戸、
断熱性の不十分な住宅が約2000万戸と、改善が必要な
住宅ストックがまだ多数存在しています。これらの住宅
ストックを品質、性能の高い優良な住宅ストックに建替え、
あるいはリフォームを行い、安全・安心で快適な住生活を
実現していくことが、大切であると思います。当協会会員
会社は、時代のニーズを先取りしたトップランナーとして、
長期優良住宅やＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）を
はじめとする品質、性能の優れた住宅を積極的に供給して
います。「良質な建物をお客様に引き渡すこと」、「建物が
ある限りフォローしていくこと」という2つの大切な「約束と
使命」を我々プレハブ建築協会が果たしていくために、各種
の認定事業、人材育成事業を推進し、関係方面へ働きかけ
を行うなど、積極的な支援を行ってまいります。
　また、南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの発生が
懸念される中、大規模災害に対する備えとして、応急仮設
住宅の建設をはじめ、復旧・復興活動が迅速に行えるよう、
引き続き、各会員会社との協力体制を準備・構築してまいり
たいと思っております。
　本年の干支「己亥（つちのとい）」は、「成熟した組織が
足元を固め、次へのステージに向けた準備期間の年」と言わ
れております。本年は「統一地方選挙」、「天皇陛下ご退位」
「新天皇陛下のご即位」、「G20」、「参議院選挙」、「消費税
10％への引き上げ」、「ラグビーワールドカップ」など、大きな
行事、イベントが控えており、さらに2020年の「オリンピック・
パラリンピック」、2025年「大阪万博」へと、次のステージへ
の準備の年の始まりであり、日本がさらにはばたいていく年
になりますことを期待しております。
　「すべては準備で決まる。」私はこの言葉を胸に仕事を
行っております。「新しい年」を迎えるにあたり、プレハブ
建築協会として皆様と共に一歩一歩着実に協会事業を進め
てまいりたいと思います。
　今後とも会員の皆様と協力し共に発展していけるよう、
微力ではございますが、努力してまいりますので引き続き
ご支援、ご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　最後になりましたが、会員皆様のご健勝とご多幸を心よ
り祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

会長

芳井 敬一
大和ハウス工業株式会社　
代表取締役社長
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国土交通省住宅局長

石田　優

　平成31年の年頭にあたり、謹んで新春のご挨拶を申し上げ
ます。皆様方には日頃から国土交通行政、とりわけ住宅・建築
行政の推進にあたりご支援・ご協力を賜り、感謝申し上げます。
　昨年は、平成30年７月豪雨、台風21号、平成30年北海道
胆振東部地震など、多くの自然災害が発生しました。また、
未だに、熊本地震や九州北部豪雨など多くの自然災害の爪
痕が残っています。これらの災害により犠牲となられた方々
に対して謹んで哀悼の意を表しますとともに、被害にあわれ
た方々に心よりお見舞い申し上げます。あわせて、被災者の
住まいの確保にあたり、応急仮設住宅を迅速に供給いただ
きました皆様のご尽力に、改めて感謝申し上げます。被災地
の方々が、１日も早く元の暮らしを取り戻していただけるよ
う、引き続き、全力で取り組んでまいります。
　さて、住宅は、国民生活を支える重要な基盤であり、その果
たす役割は重要です。一方、空き家のさらなる増加が見込ま
れるなど、少子高齢化の進展で居住者の生活を取り巻く環境
は大きく変化しており、人生100年時代や一億総活躍社会を
見据え、様々な居住ニーズ・ライフステージに応じた住まいの
提供が求められています。また、住宅は、経済への波及効果が
大きく、内需を支える重要な役割を担っています。今後の我
が国経済の維持・発展を図っていくためにも、住生活に関わ
る産業を育成し、投資を促進していく必要があります。
　まず、本年10月1日に消費税率の引上げが予定されていま
すが、需要変動の平準化、景気変動の安定化のための対策と
して、住宅ローン減税の控除期間の10年から13年への延長
および一定の性能を満たす住宅への新たなポイント制度の
創設を追加的に行うこととなりました。既に措置することが
決定しているすまい給付金の拡充などの対策とあわせて、経
済に影響を及ぼすことのないよう、万全を期してまいります。
　昨年10月に判明した、免震・制振装置に係る大臣認定等
への不適合は、建築物の所有者等に不安を与え、かつ、建築
物の安全・安心に対する国民の信頼を揺るがす行為であり、

極めて遺憾です。引き続き、同様の事案の発生を防止するた
めに必要な対策を検討するとともに、各社を指導し、所有者
等の安心の確保と再発防止の徹底について厳正に対処して
まいります。また、今後とも、安全で質の高い住宅・建築物ス
トックへの更新に向けて、ブロック塀を含む耐震性の確保
を進めるほか、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関
する法律」に基づき省エネルギー性能の向上を更に進めて
まいります。あわせて、長期優良住宅やＺＥＨ（ネット・ゼロ・
エネルギー・ハウス）といったより高いレベルの住宅の供給
促進などを推進してまいります。さらに、良質な住宅が資産
として次の世代に承継されるよう、既存住宅流通・リフォー
ム市場の活性化が重要です。引き続き、長期優良住宅化リ
フォームの推進等により既存住宅の質の向上を図るととも
に、インスペクションや住宅瑕疵担保責任保険、「安心Ｒ住
宅」制度等の活用による良質な既存住宅が適正に評価され
安心して取引できる環境の整備や既存住宅・建築物の用途
変更の円滑化等に引き続き取り組みます。
　さらなる増加が見込まれる空き家については、利用でき
るものは利用し、除却すべきものは除却するという考え方
のもと、地域のまちづくり・住まいづくりの一環として取り
組むことが重要です。住宅としての流通活性化に取り組むこ
とはもちろん、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の
趣旨を踏まえつつ、空き家を地域活性化のための施設等に
転換する取組や、居住環境の整備改善のために空き家を除
却する取組など、市区町村による取組を支援してまいりま
す。結婚・出産を希望する若年・子育て世帯や高齢者が安心
して暮らすことができる住生活の実現も重要です。引き続
き、三世代同居・近居等の促進とともに、サービス付き高齢
者向け住宅の整備促進、住宅の確保に特に配慮を要する方
の居住の安定確保を図るため、民間賃貸住宅や空き家を住
宅確保要配慮者のための賃貸住宅として活用する住宅セー
フティーネット制度の更なる普及に取り組んでまいります。
　加えて、強い経済の実現に貢献できるよう、良質な木造住
宅の供給促進や担う担い手の確保、ＣＬＴ（直交集成板）等
の新たな技術開発の推進、ＩｏＴの活用等の住生活に関連
する新しいビジネス市場の創出・拡大など、住生活産業の成
長を促進するとともに、密集市街地の改善整備等による住
宅地の安全性の向上や豊かなコミュニティの形成を進める
など、住宅地の魅力の維持・向上を図ってまいります。
　今後とも、これらの施策を通じて、国民一人ひとりが真に
豊かさを実感でき、安全・安心で魅力ある住生活が実現でき
るよう、一層の努力をしてまいります。皆様のご理解とご協
力を賜りますよう、よろしくお願い致します。

年頭所感
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経済産業省製造産業局長

井上 宏司

　我が国経済は、安倍政権発足から6年での様々な改革や金
融・財政政策によって名目ＧＤＰは54兆円増加、正社員の有
効求人倍率は１倍を超え、２％程度の高水準の賃上げが5年
連続で実現するなど、着実に成長軌道に乗りつつあります。
　一方、製造業を巡る外部環境は目まぐるしく変化してい
ます。変革する競争環境の中で勝ち残り、世界をリードして
いく企業を後押ししていくためにも今こそ具体的なアク
ションを起こしていただければと思います。製造産業局とし
ても貢献をしていきます。
　具体的に、まずは「Connected Industries」です。このコ
ンセプトは、将来的に目指すべき未来社会である
「Society5.0」を実現していくために、データを介して、様々
な繋がりが生まれることで、新たな産業や付加価値の創出、
社会課題の解決につなげていくものです。AIやIoT、ロボッ
ト技術が進展し、従来の産業ごとのもの売りだけではなく、
こうした技術を活用した、業種横断的なサービスとの連動
が拡大しています。ビジネスモデルの創出や抜本的な生産
性向上、深刻な人手不足解消などに資する取組です。引き続
き、「ものづくり・ロボティクス」、「スマートライフ」等の重点
５分野を中心にデータ共有やAIを用いたデータの利活用な
どを推進していきます。
　さらに、世界的に保護主義的な動きが広がる中、日本は自
由貿易の旗手として主導的な役割を果たしてまいります。ま
ず、TPP11の更なる拡大を目指します。また、2月1日に発効
する日EU・EPAを含め、EPAを活用した中堅・中小企業の海
外展開を積極的に支援します。RCEPについては、今年中の
妥結を目指して交渉を進めていきます。また、鉄鋼の過剰生
産能力は未だ世界的課題であり、貿易制限措置の応酬がな
されている現状であればこそ、多国間の枠組みである鉄鋼
グローバル・フォーラムで具体的な成果を出すことが必要
です。日本は昨年12月から議長に就任しました。引き続き、

積極的に貢献していきます。
　国内では、今年10月に、消費税が10％に引き上げられます。
軽減税率制度への円滑な対応をお願い申し上げます。中小企
業の皆様に対してはレジ・システム補助金を用意しております。
　アベノミクスの成果を全国に届けていくためには、中小企
業の取引条件を改善するとともに、サプライチェーン全体で
付加価値を生み出す取り組みが不可欠です。関係団体によ
る自主行動計画や未来志向型・型管理アクションプランの
策定は、業界として前向きに取引適正化に資する取組を
行っているという好事例であり、この動きを更に大きなもの
とすべく、未策定の業界の方とともに議論を深めていきたい
と考えています。
　昨年は豪雨や台風、地震などによる被害が相次いで発生
いたしました。被災された方々にはお見舞いを申し上げま
す。また、業界の皆様には被災地への物資支援、節電・逆潮
の実施など多大なるご協力をいただき感謝しております。北
海道胆振東部地震では大規模停電が発生したことを踏ま
え、エネルギーの安定供給を推進していきます。
　今後の動きとしては、2025年の万博について、大阪・関西
への誘致を勝ち取ることができました。政府・自治体・経済
界が一体となり、オールジャパンで準備を進めてまいります
ので、経済界の皆様には引き続きの御理解と御支援を賜り
ますよう、よろしくお願い申し上げます。
　住宅産業においては、人口や世帯数の減少が見込まれる
中、新たな付加価値や製品・サービスと連動することを通
じ、住まい手の多様化するライフスタイルに応じたニーズや
住空間の提供に応えていくなど、住宅市場の新たな牽引力
を創出していくことが重要です。経済産業省では、前掲の
「Connected Industries」の実現に向けて、複数の機器・セ
ンサ・Web等から収集可能な生活データを活用した社会課
題解決サービスの実証を支援しているところです。
　また、我が国の温室効果ガスの排出削減目標達成に向け、
家庭部門の省エネ対策として、国土交通省及び環境省と連
携しつつ、建材トップランナー制度、ＺＥＨや高性能建材の
導入支援等を通じて住宅の省エネ化を図ってまいります。
　末筆ながら、本年の皆様の御健康と御多幸を、そして我が
国住宅産業の着実な発展を祈念いたしまして、新年の御挨
拶とさせていただきます。

年頭所感
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　2019年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　会員の皆様方には平素より、プレハブ建築協会並びに
ＰＣ建築部会の活動に、多大なるご支援・ご協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
　昨年は一昨年に続き、優良企業による検査データーの
改ざん・不正等や、日本を代表する企業の不祥事があり、
日本の「ものづくり」の信頼が大きく損なわれる状況になり
ました。この問題を対岸の火事としてではなく、ＰＣ建築部
会としても、品質管理体制の充実と顧客の信頼確保の必要
性を再認識した一年でありました。
　また、昨年は、台風・豪雨による風害・水害・土砂災害が
多数ありました。地震の発生もあり日本列島は多くの自然
災害に見舞われ、改めて日本は災害立国であることを痛感
し、建設業界・ＰＣ業界の社会への貢献・役割について、真摯
に考える機会となりました。
　このような環境の中で大都市圏と地方圏の経済格差は
益々進み、大きな二極化になっています。建設業界も大都市
圏での需要は底堅いものが有り、堅調に推移しています。
特に首都圏においては、2020年東京オリンピック・パラリン
ピック後についても、再開発事業・インフラ整備等の需要が
あり、建設需要の見通しがあり期待されています。しかし分
譲マンション需要については、やや減少傾向にあり厳しい
状況になりつつあります。また、地方圏においては人口減と
ともに、建設需要はかなり低迷してきています。このような
中で、人手不足・熟練工の高齢化など建設業界を取り巻く
環境は、毎年厳しくなっていくと思われます。
　建設業界全体としては、公共投資が減少している厳しい
環境の中、大型インフラプロジェクトであるリニア中央新幹
線、北陸新幹線の延伸、大阪万博の開催等の波及効果が、
建設需要の増加につながることが期待されています。
　大都市圏・地方圏を含めて建設業界の人手不足・熟練工
の高齢化の問題は年々大きくなってきています。問題解決の

一つとして建築物のＰＣ化があります。直近の状況として
壁式ＰＣ工法や、ラーメン式ＰＣ工法による中高層共同住宅
の建設があり、ＰＣ化による一般建築など適用範囲が大幅
に拡大されております。
　このような環境の中で、ＰＣ建築部会においては今後と
も、「ＰＣ部材品質認定事業」・「ＰＣ構造審査事業」・「ＰＣ工
法施工管理技術者資格認定事業」・「ＰＣ部材製造管理技術
者資格認定事業」の4つの事業を強化・継続して、ＰＣ工法に
よる建築物の品質確保に努め活動して参ります。
　今年も各方面の方々に、在来工法に比べたＰＣ工法の優
位性・多様性・特徴などをご説明していきます。特に、工場で
製造されたプレキャスト部材の品質の高さをＰＲし、ＰＣ建
築のさらなる発展・普及を目指して活動して参ります。今後
とも、皆様方の格別のご指導とご鞭撻を賜りますよう、お願
い申し上げます。
　最後になりましたが、会員各社様の社業の益々の発展と、
今年一年の皆様方のご健康、ご多幸を心より願いしまして、
私の新年のご挨拶とさせていただきます。

PC建築部会長

宍戸  宏
株式会社建研　
代表取締役社長

年頭所感
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住宅部会長

竹中  宣雄
ミサワホーム株式会社　
取締役会長

　2019年を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
皆様には、平素よりプレハブ建築協会および住宅部会の
活動に多大なご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　昨年は６月の大阪北部を震源とした地震、７月の西日本
を中心とした豪雨、９月の北海道胆振東部地震、さらには
大型台風の度重なる上陸など、様々な自然災害が相次いで
発生して全国各地に多くの被害をもたらしました。お亡く
なりになられた方も多く、改めてご冥福をお祈りするととも
に、被災された方々が一日も早く、通常の生活を取り戻され
ることを祈ってやみません。
　我々、住宅メーカーは、命を守るシェルターとしての住宅
を供給する企業の責務として、耐震性や耐風性の高い住宅
開発に努めてまいりましたが、昨今の自然災害の規模を
見ると、浸水が２階床上まで達するなど、従来の想定をはる
かに超えた被害が発生しております。
　従来の災害対策のスタンダードを見直し、まったく新しい
防災・減災のソリューションを考える時期にきているのでは
ないでしょうか。
　残念ながら、大規模洪水や土砂崩れに対して、完全に
安全性を確保する住宅技術はまだありませんが、ハザード
マップなどを活用して、あらかじめ建設地の安全性を確認し
たり、台風の接近や地震の予兆に対して、いち早く入居者に
注意喚起をうながすなど、我々住宅メーカーとして、やれる
事は多くあると思います。
　また、北海道の地震では土砂崩れなどによる家屋崩壊の
他、苫東厚真火力発電所が停止して、一時は北海道全域
約295万戸が停電する「ブラックアウト」が発生しました。
　もしこれが厳冬期に発生していたら、または他の地域で
40度を越すような猛暑日に起こったならば、電気を必要と
する冷暖房機器などが作動せず、高齢者や乳幼児の命にか
かわる事態となる恐れがあります。私はこうした大規模停電
への対策のひとつとしてＺＥＨが重要な役割を果たせると

考えています。
　ZEHは生活エネルギー収支ゼロの省エネ・省ＣＯ２を目
的として「2020年までに注文戸建住宅の過半数で実現す
る」との政策目標が掲げられ、国土交通省・経済産業省・環境
省の3省が連携した補助金政策などで、その普及を目指し
ているものですが、太陽光発電システムを搭載しているた
め、停電時の緊急補助電源としての機能も具備できます。
　また、蓄電池を併設すれば、その容量によっては電力が
回復するまでの２～３日間の生活エネルギーも確保できます。
　住宅部会では環境行動計画「エコアクション2020」を
策定し、ZEHの普及を先導していくため、国の目標を大きく
上回る「2020年にZEH供給率70％」との目標を掲げ、ZEH
の提案を強化・推進しています。2017年度は、ZEH対応
可能な戸建商品ラインナップの充実を図るとともに、光熱
費削減メリット、快適性向上、健康増進の観点からも訴求
し、普及を進めた結果、新築注文戸建住宅におけるZEH
供給率は37.1％、前年比11.7ポイント増となりました。しか
し、蓄電池を備えた戸建住宅の供給率は、まだ13.5%と
伸び悩んでいます。今年は一部の太陽光発電の固定買取
制度が終了し、ますますエネルギーの自給自足ニーズが
高まってくると思います。住宅部会会員の各社におかれまし
ては、ＺＥＨに防災・減災という新しい訴求ポイントを加え
て、更なる普及・促進に努めていただきたいと思います。
　住宅部会で取り組んでいるその他の防災・減災対策を、
「エコアクション2020」と並んで住宅部会の柱のひとつで
ある「住生活向上推進プラン2020」の行動計画にも掲げて
います。大規模災害時に住宅部会として迅速に支援できる
体制の構築を目指して、「災害対応マニュアル（住宅部会版）
の作成」を行動計画として策定し、一昨年よりＷＧを立ち
上げ、規格建築部会とも連携して進めています。
　住宅部会では、今後も「エコアクション2020」と「住生活向
上推進プラン2020」を通じて防災・減災に取り組んでいく
ことで、安全で安心して暮らせる住まいと住環境の実現に努
めてまいりますので、引き続き会員の方々も含めた皆様の
ご理解、ご協力を賜りたく、よろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、皆様の一層のご健勝とご発展を心
よりお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

年頭所感
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規格建築部会長

郡  正直
郡リース株式会社　
代表取締役社長

　2019年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申しあげます。
　規格建築部会の会員の皆様には平素より多大なるご支
援、ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
　今年度は消費税率の引き上げがいよいよ10月に実施
され、国内消費にも少なからず影響するものと思われます。
また我が国を取り巻く環境では、海外での経済不安を伴う
関税問題や政治の不安定要因が増し、世界経済を含め不安
定リスクが増大するものと思われます。
　また当部会を含め今後の課題として、建設従事者の高齢
化と若年従事者の減少、働き方改革に伴う大きな課題等を
平行して解決していく必要があります。
　応急仮設住宅の施工については、一時期に多くの建設
従事者が必要となり、その為にも平時に様々な面での人材
育成が必要になります。
　また、昨年外国人労働者の改正入管法が成立されたこと
を踏まえ、外国人労働者の採用についても視野に入れた
体制作りの検討が必要になります。
　昨年は7月に全国的に広い範囲で記録的な豪雨による
災害が発生し、特に中国、四国地方を中心に「平成30年7月
豪雨災害」による甚大な被害をもたらしました。当部会とし
て愛媛県、広島県、岡山県の3県にまたがる災害に迅速に
対応する為、岡山市に応急仮設住宅建設連絡事務所を開設
し、各県と綿密な打ち合わせを行い、被災者が一日でも早く
応急仮設住宅に入居できるよう体制作りを行いました。
　また、9月6日に発生しました「平成30年北海道胆振東部
地震」では、地震発生直後、応急仮設住宅の建設について
北海道庁と、特に寒冷地仕様について協議し、第一期工事
を10月末、第二期工事を11月末に完成し、引渡しする事が
できました。また、厚真町と安平町に集会所（サポートセン
ター）を併設した福祉仮設住宅を12月末に完成し、引渡し
致しました。
　被災者の皆様には心からお見舞い申し上げると共に、

一日も早く元の生活を取り戻し、安全、安心な生活ができる
事を願っております。
　今後予想される東日本大地震を上回る巨大かつ広域に
跨る南海トラフや首都圏直下型地震の災害を想定し、当部
会では応急仮設住宅を円滑かつ迅速に供給する為、「広域
災害の対応について検討」のテーマで検討委員会を設置し、
活動を進めております。
　災害時に於ける応急仮設住宅の供給において当部会が果
たす、多くの仮設住宅を短期間に供給できるという他の業界
では担えない点で、その役割は都度評価を頂いております。
　今後も、平常時に於ける協定都道府県との応急仮設住宅
の建設候補地の事前選定、外構を含めた住宅の仕様の整備
等の協議、また、各地方自治体主催の防災訓練及び机上
訓練等への参加を続けて参ります。
　また、内閣府、国土交通省及び関係機関のご意見、ご指導
を賜り、災害対策業務を行って参ります。
　本年も会員各社の皆様のご支援、ご指導を賜りますよう
お願い申し上げます。
　最後になりますが、皆様の更なる躍進とご多幸を心よりお
祈りいたしまして、私の新年のご挨拶とさせていただきます。

年頭所感



　冒頭、芳井 敬ー会長が新年の挨拶を行
い、来賓の代表として国士交通大臣の石井 
啓一様、経済産業省大臣官房審議官の大
内 聡様からご祝辞を賜りました。
　国土交通省、経済産業省をはじめ官公庁
幹部の方々、住宅金融支援機構、都市再生
機構、友好関係団体の方々等、多数のご出
席をいただき協会会員と併せて約530名の
盛会となり、賑やかで和やかな新年賀詞交
歓会となりました。
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　冒頭、芳井 敬ー会長が新年の挨拶を行い、
来賓の代表として国士交通大臣の石井 啓一様、
経済産業省大臣官房審議官の大内 聡様から
ご祝辞を賜りました。
　国土交通省、経済産業省をはじめ官公庁、
地方公共団体の幹部の方々、住宅金融支援機構、
都市再生機構、友好関係団体の幹部の方々等、
多数のご出席をいただき、協会会員と併せて
約550名の盛会となり、賑やかで和やかな新年
賀詞交歓会となりました。

　1月11日（金）、アルカディア市ヶ谷（東京都千代田区）にて平成31年新年賀詞交歓会を開催しました。 

新年賀詞交歓会

挨拶する芳井会長 来賓のご挨拶
（石井 国土交通大臣）

乾杯の挨拶をする
竹中住宅部会長

中締めの挨拶をする
宍戸PC建築部会長

来賓のご挨拶
（大内 経済産業省大臣官房審議官）
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住宅部会 環境分科会 環境シンポジウム2018を開催

「SDGｓに向けた住宅産業の役割」
― 住宅のレジリエンスの視点から ―

　平成30年12月11日(火)、住宅金融支援機構本店「すまい・るホール」（東京都文京区）にて、SDGsを見据えたこれ
からの住宅産業と題し、環境シンポジウムを開催しました。

プロフィール：

東京大学大学院 新領域創成科学研究科 
社会文化環境学専攻 博士(工学) 准教授
1987年3月東京大学工学部建築学科卒業
1989年3月東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
修士課程修了
1991年4月東京大学工学部建築学科助手を経て
1999年4月より現職。

清家 剛
せいけ つよし

　SDGsについては、様々な産業において取り組まなければならない
時代に突入しています。
　SDGsは世界の皆が目指す17のゴールと169のターゲットからな
り200数種のインジケーターがあります。その前身は、2000年に途上
国を課題に制定されたミレニアム開発目標です。2015年に発表され
たSDGsは、途上国、先進国を問わずに世界中の全ての国が、何らか
の形で取り組むためのゴールです。日本国内でも、SDGsアワードな
ど、既にいろいろな動きがあり、企業の取り組みを表彰する制度も増
えています。

SDGｓが掲げる17のゴール

SDGｓと住宅産業の関わりについて

　17のゴール全てに取り組むことが大事ではありませんが、特に大手
住宅メーカーの皆さんは、17全てに関わるのではないかと思います。
　1から紹介しますと、１、「貧困を無くす」、２、「飢餓をゼロにする」と
あります。世界各国から日本に原材料が入る中で正しく「もの」を購
入すると、世界の貧困問題に貢献できるかもしれません。例えば、
ヨーロッパのメーカーは、良い環境で健康な状態で働かせている企
業でないと発注しないケースも見られます。間接的に関わることでも
貧困や飢餓を無くすことにつながるのです。
　3、4、「全ての人に健康と福祉、質の高い教育を」。いい住宅を作る
ことが、健康に貢献し、質の高い教育を受けることにつながります。
　７、「エネルギーをみんなに、クリーンに」。省エネや再生可能エネ
ルギーといった、今まさに取り組んでいることです。
　９、「産業と技術革新の基盤をつくろう」。住宅産業は、ダイレクト
にレジリエントなインフラ構築に貢献できます。
　10、「人や国の不平等をなくそう」。日本の中でも格差、貧困を考え
是正することで、いろいろな取り組みができます。
　11、「住み続けられるまちづくりを」。本当はメインのゴールであ
り、SDGsに書かれている内容は日本に合ってないですが、そこは無
視して、住み続けられるまちづくりをと解釈していいと思います。
　12、「つくる責任つかう責任」。住宅産業としてはつくる責任があ
り、使うことに貢献できる様々な役割があります。
　13、「気候変動に具体的な対策を」、14、「海の豊かさを守ろう」、
15、「陸の豊かさを守ろう」。この3つは環境保全という取り組みで対
応できます。
　16、「平和と公正をすべての人に」。日本の中で良い社会を作るとい
うことで貢献できると思います。
　17、「パートナーシップで目標を達成しよう」。グローバルなパート
ナーシップを活性化することが、目標達成の「手段」だと思います。
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　17のゴールと住宅産業との関係をみると、住宅を作るだけではな
く、発注・設計・施工・維持管理、メンテナンス・改修・解体という住宅
全体、ライフサイクル全体に関わる産業だと捉えることが大事です。
住みやすい環境を作り、より良い住宅を作ることによって健康づくり
になり、省エネに貢献することがプラスになっていきます。住宅産業
は関わる範囲が広く、さらに大企業では組織ごとにスタンスや責任
範囲が異なるので、全体の合意が難しいと思います。逆に、中小企業
では社長さえその気になれば全体合意しやすいと思います。今、
SDGsを建築産業が導入するためのガイドラインを作っていて、2月
頃に出版を予定しています。これが数年後に、住宅産業全体として推
進しようと言うきっかけになればいいと思います。

　東日本大震災以降、レジリエンスというキーワードが出てきました
が、住宅が一体どの程度レジリエンスを備えるべきかは決まっていま
せん。災害時の機能継続ということで、非構造部材の耐震が非常に問
題になっています。非構造部材の耐震を研究する立場として、主に地
震のことを中心にレジリエンスについて考えていきたいと思います。
　まず重要な四つの地震について紹介します。1978年の宮城県沖地
震は2月と6月に2回起き、非常に強烈な地震でした。ALCが落ちる、
ガラスが割れるというのが多数あり、非構造部材の耐震化が言われ
るようになった最初の地震です。一方、構造の被害も大きく、1981年
から適用される「新耐震設計法」は、この宮城県沖地震の被害を受け
てつくられたものです。
　次に1995年の兵庫県南部地震。翌年に「官庁施設の総合耐震計画
基準」ができ、今の建築基準法の1.25倍や1.5倍といった耐震の等級
ができるきっかけとなり、「品確法」につながりました。それから「耐震
改修促進法」ができ、構造はどんどん丈夫になっていきました。
　そして2011年の東北地方太平洋沖地震。この時は地震波の特性
もあって目立った構造被害がなく、一方で九段会館の天井が落ちて
人が亡くなり、非構造部材の被害が目立ちました。
　さらに2016年の熊本地震では、直下の益城町役場をはじめ、五つ
の自治体の防災拠点になるべき役場の建物が使えなくなりました。
これは問題だということで、地震後も使い続けられるようにしようと
いうことが言われるようになりました。
　このように、レジリエンスという言葉はどんどん変化し、我々の要
求レベル、社会の耐震への着目点も変わって来ており、きりがない世
界だと思われます。

構造物が強くなった今、非構造部材の耐震が求められる

　環境に配慮した建築はレジリエンス性が高くなることについても
ご紹介したいと思います。皆さんがすぐに思いつくのは太陽光発電
でしょうが、パッシブな設計だと、停電時に窓が開くと換気ができる
し、明かりが採れるので、ある程度快適に過ごせます。住宅に創エネ
装置をつけてパッシブにし、断熱もきちんとするとレジリエンス性が
高まる。最近の環境配慮のまちづくりには、必ず防災という観点が
入ってきています。例えば藤沢のサステイナブル・スマートタウンで
は全住戸に太陽光発電がついていて省CO2に取り組んでいますが、
それだけではなく防災にもつながっています。省エネで創エネの住宅
は、裏を返すと災害にも強い住宅になっているのです。
　環境建築とレジリエンスの相性がいいということから、レジリエン
ス住宅チェックリストを作りました。全42問で簡単でわかりやすいも
のです。平常時と災害発生時と災害後の三つのケースに分け、平常時
にできることを免疫力、災害発生時にできることを土壇場力、災害後
にできることをサバイバル力と呼び、それぞれの場面で考えることが
違うということに気づいてもらうためのツールです。更に災害時のア
ドバイスもつけています。リスクを知り、いざという時に逃げるため
に国交省のハザードマップを見てほしいとも書いてます。あと大切な
のは、備蓄です。これについては東京都が作った「東京防災」という小
冊子も参考になります。
　被災地に行ったら「応急危険度判定」というのと「被災度区分判
定」というものの区別がつかないのも問題にです。応急危険度判定の
ことを、広く国民に知らせることも大切だと思います。
　良い住宅をきちんと作れば、レジリエンス性は高められます。そう
いうスタンスでいれば、いい住宅とは、実はレジリエンス性の高い住
宅ということになると思います。
　SDGsとレジリエンスといった新しめのテーマですが、今まできち
んと住宅を作ってきた人にとっては素直に受け止められる言葉であ
るし、それを利用してさらに住宅の新しい価値観を築いていただけ
たらと思います。

環境に配慮した建築物とレジリエンスの相関関係住まいや街のレジリエンスを考える

　東日本大震災と熊本地震では、非構造部材の耐震が着目されまし
た。天井の被害件数が2000件以上になり、新しい耐震基準が作られ
ました。1978年の宮城県沖地震では、多数ガラスが割れたので国土
交通省が嵌め殺し窓の硬化性パテどめを禁止するといった措置を

し、1979年から禁止されています。1979年4月以降の建物には一切
使っていないけれども、実はたくさん残っていて、2005年の福岡の地
震でバラバラとガラスが落ちたのも同じ構法です。建物の継続使用
には、危険物が落下しないだけでなく、落下しても早急に撤去できる
ということが大事で、建物で全てに応えるには限界があります。
　そう考えると、ソフトも重要です。もしも建物が停電になった時に
自動ドアや自動錠が解錠のままか、閉まったままかなど、万一の停電
時の対応を確認しておくことが重要です。一方、熊本地震では、自治
体の体育館が、本来避難所としての機能を期待されているのに、天井
が落ちてきて使えなかったということもあり、国が防災拠点のガイド
ラインを作る動きにつながっています。
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名古屋大学「減災館」を見学、
福和伸夫先生にご講義いただきました。

講義「次の震災について本当のことを話してみよう」

これから確実に起きる大地震に対して、危機意識をもつ地元企業
と大学が連携し、独自の災害に備える研究と対策を講じるために設
立されたのが名古屋大学「減災館」です。世界に名だたるメーカーが
集積する愛知県において大地震に備える研究をし、日本を守り抜く
ための提言を行政機関や国に対して行っています。
平成30年には、大阪の大地震、西日本豪雨、記録的猛暑、北海道の
大地震など各地で災害が起き、甚大な被害をもたらしました。大阪北
部地震では、23年前の阪神・淡路大震災より小さな揺れで5万を超え
る建物が損傷し、6万ものエレベーターが停止して数人が閉じ込めら
れました。今後、確実に迫りくる南海トラフ地震に関しては、国が試算
する発生までの平均的残り時間は14.8年です。南海トラフ地震の範
囲も被害も今回の大阪北部地震とは比べものになりません。
　大地震発生時には海路や陸路が長期間途絶すれば、電力、ガス、
エネルギーも枯渇し、物流も人も動けない。しかも、同時多発的に火
災が発生し、エレベーターにも大勢の人が閉じ込められる。そうし
た状況への対策は整備されていません。住宅会社としては、何が何
でも壊れない建物をつくること、人が自力で生きられる自立住宅を

予測不能で防ぎ切れない大地震に対して、「減災」という観点から
研究に取り組む名古屋大学「減災館」（名古屋市千種区）を視察。減
災連携研究センター長、福和伸夫先生にご講義いただきました。

桑名市「スマ・エコタウン 陽だまりの丘」を視察

三重県桑名市において、桑名市と大和ハウス工業が手を取り、開
発した「スマ・エコ タウン 陽だまりの丘」（開発総面積16,648.44㎡/
戸建住宅66棟、スマ・エコ・ステーション1棟）を視察しました。
当住宅地は、桑名市「陽だまりの丘先進的都市型スマート住宅
事業」選定プロジェクトに採択された、全戸スマートハウスに加え、
まちの太陽光発電設備を備えたネット・ゼロ・エネルギータウンです。
まちの太陽光発電設備を活用した先進のタウンマネージメントを
組み合わせることで、まちのエネルギーの見える化、超小型モビリ
ティの無料レンタルと管理運営（現在は中止）、防犯性の徹底など、多
彩な住民サービスを実現しています。また、団地内の一部は無電柱化
を実現するなど、良好な景観を実現し、先進的な都市型スマートハウ
スとして市民の意識改革、ライフスタイルの転換を進め、「スマート・エ
ネルギー・シティくわな」のイメージを地域内外に広めています。

住宅部会

報道関係者向け見学会を開催
　住宅部会広報企画分科会では、10月5日(金)～6日（土）、報道関係者向け見学会を開催。報道関係者、分科会会員及び
事務局、計37名が参加し、名古屋大学「減災館」及び、三重県「スマ・エコタウン陽だまりの丘」の視察を行いました。

つくらないとだめです。今の世の中は、地域、物流、業界間のサプライ
チェーンがすべてが縦割りで、大地震が起きたら一度に崩壊します。
こうした状況を鑑み、一部の大企業では災害後の事業継承の対策
を取りはじめています。減災館では、経済界の方が集まり、本音で震
災時の対応と現状の問題点について話し合う会議が行われていま
す。北海道の地震で電力がブラックアウトする前から、その話し合い
をしていました。そして地震災害から生産活動を守るための提言を
経済団体を通じて国に伝える動きが始まっています。縦割りの構造
を変えて地域と国を守る活動に、いち早く本気で取り組んだのが日
本の製造業を支える世界的自動車メーカーのある名古屋であり、そ
の拠点が減災館です。
　東京オリンピック後には、国の取り組みも大きく変わるでしょう
が、そこから始めていたら遅い。報道関係者、プレ協さんも理解を深
めていただき、積極的に取り組んでいただけたらと思います。
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　住宅部会環境分科会では、環境行動計画「エコアクション2020」における2017年度実績調査を取りまとめ、公
表しました。詳細は同リーフレットまたは、プレ協ホームページ→戸建・賃貸住宅（住宅部会）→環境行動計画「エコ
アクション2020」→「エコアクション2020」2017実績（http://www.purekyo.or.jp/bukai/jyutaku/eco.html）
を参照願います。

2016年10月改定

「エコアクション2020」実績



13 JPA  2019 January vol.48-266

規格建築部会

「平成30年7月豪雨災害」の対応

　6月28日以降、梅雨前線が日本付近に停滞し、台風第7号
が、南海上に発生・北上して日本付近に、暖かく非常に湿った
空気が供給され続け、大雨となりやすい状況が続きました。
　そのため西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大
雨となり、岡山県で4,822棟、広島県で1,085棟、愛媛県で
632棟の住宅が全壊するなど各地で甚大な被害が発生しま
した。（10/9現在：内閣府防災HPより）
　7月5日・6日には、災害救助法が全国の11府県67市39町
4村に適用にされました。また、震災以外で初めて、特定非
常災害として指定されました。
　規格建築部会は、災害救助法の適用日の翌日には、被災

各県の応急仮設住宅の建設実績

県　名
岡山県
広島県
愛媛県
合　計

団地数
3団地
6団地
1団地
10団地

仮設住宅
158戸
178戸
12戸
348戸

集会所
2棟
1棟
なし
3棟

談話室
2棟
3棟
なし
5棟

建設地
倉敷市
呉市・坂町
宇和島市
4市町

各県の応急仮設住宅の特徴

　各県の応急仮設住宅のプランおよび仕様は、各建設地の
実情に応じた内容となっています。
1）岡山県…台所床フローリング、洗面化粧台、和室畳敷き・
腰壁、居間掃出し窓、濡れ縁の設置等

2）広島県…台所フローリング、和室畳敷き、居間掃き出し
窓、濡れ縁の設置等

3）愛媛県…台所・洋室フローリング、和室畳敷き・腰壁、居
間掃出し窓、濡れ縁、妻側庇・ベンチ等

4）集会所…小上がりの和室、ベンチの設置
5）福祉型仮設住宅（車椅子対応型）

災害の概要・被害状況とプレ協の活動について

府県との災害協定に基づき、住家被害が深刻な9府県へ連
絡対応するとともに、応急仮設住宅の建設が必要とされる
愛媛県、広島県および岡山県へ順次訪問し、応急仮設住
宅建設に向けて建設候補地の調査や配置計画の作成等、
建設計画の策定に係る協議を開始しました。
　建設対応の効率化を図るため応急仮設住宅建設現地連
絡所を岡山市内に設置し、岡山県、広島県および愛媛県か
らの要請に応じ、すべての応急仮設住宅の引渡しが完了す
るまで、その対応を行いました。なお、広島県では車椅子対
応型の応急仮設住宅（4戸）を建設しました。
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　平成30年9月6日（木）3時7分に、北海道胆振地方中東部
を震源とした最大震度7（暫定値）の地震が発生しました。
北海道では初めて観測されました。また災害救助法が、
北海道179市町村に適用されました。
　この災害により、厚真町では土砂崩れによる人的被害

  規格建築部会は、災害発生日後まもなくして北海道庁と応
急仮設住宅の建設に向けて、建設候補地の調査や配置計画
の作成等、建設計画の策定に係る協議を関係者と開始し、
本格的な寒さの到来までに応急仮設住宅を完成できる様、
その対応にあたりました。
　10月末に7団地130戸、11月末には7団地78戸の応急
仮設住宅の建設引渡しを行いました。また、北海道庁から
被災地の特別養護路老人ホームなどが損壊したため入所
者がまとまって生活ができる福祉仮設住宅の建設要請が
あり、12月末に計144床の福祉仮設住宅の完成引渡しを
行いました。

プレ協の活動について

「北海道胆振東部地震災害」の対応

1）建設条件…凍結深度80ｃｍ　積雪80ｃｍ
2）要求水準…床、壁、天井、サッシの断熱性能は新省　　　
　　　　　エネ基準相当

 　　　　　　住戸の気密対策（結露防止）防湿シート　　　
　　　　　　（重ね部：気密テープ貼り）

応急仮設住宅の仕様について

災害の概要と被害状況について

が発生し、厚真町で222棟、安平町で93棟、むかわ町で28
棟の住宅が全壊しました。（12/7現在：北海道庁HPより）
　また札幌市清田区では、液状化現象により、道路が波打
ち状に大きく損壊し付近の住家が傾きました。
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住宅産業CS大会を開催

 平成30年10月11日（木）国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された住宅産業ＣＳ大会において、株式会社スター
フライヤーＣＳ推進部おもてなしセンター長、渕 けい子氏より、「小さなエアラインの大きなＣＳ」をテーマに講演いただきました。

　株式会社スターフライヤーは、ライト兄弟が初めて有人飛行を

行った『フライヤー号』にちなんで、ライト兄弟のフロンティア精神

を受け継ぐという意味でその『フライヤー号』の初飛行から100年

目に設立いたしました。

　弊社が使用している機体はロボットデザイナーとして著名な松井

龍哉氏がブランド監修も含めて行ってくださいました。当初は黒い

機体ということで、縁起が悪いのではないか、飛行機には相応しくな

いのではないかという声もありましたが、私共は「他社を追随する、

または模倣することはやめよう」ということを掲げてまいりました。

　私はこの機体が2006年に運航する前の2005年から弊社におり

ますが、創業当初の社長である堀高明氏は「他社と同じことをして

はスターフライヤーが存在する意義も価値もない。だから非常識

でいこう」とよく申しておりました。‘‘非常識”とは、いわゆるマナー

がなっていないという意味ではありません。他社の真似をするので

はなく、常識を覆すような新たな価値を創っていこうという意味だ

と思っています。こうした考えをこれまではもちろん、今後も大事

にしていきたいと考えております。

非常識から生まれる新たな価値

　弊社の企業理念は、「安全運航のもと個性・創造性・ホスピタリ

ティをもって感動のあるエアラインであり続けます」です。私共は

ホスピタリティを核として、東京̶北九州便を11往復22便へと拡

充した“便利なスケジュール”、他社よりも間隔を広く設計した座

席などの“快適性”、コストパフォーマンスの良い“運賃”、そして高

品質なサービスを提供しております。こうした他社との差別化を図

るため、就航前にエアラインサービスの不満調査を徹底して行い

ました。お客様が不満に感じられる要因、例えば「座席が窮屈であ

る」、「座席の座り心地が悪い」など、こうした点を解消していくこと

がお客様の満足へとつながると考え、実践してまいりました。

　こうしたサービスの中で、“快適性”の1つでもある座席間隔の

広い黒いレザーシートやタリーズコーヒーのチョコレート添え

サービスなど、他社から模倣されるほど評価されているものもあ

ります。しかし、同じサービスを提供しても、それを提供する人に

よってサービスの価値は変わってきます。例えばチョコレート添

えサービスでは、チョコレートを単なるモノとして渡すという感

覚なのか、この時間を楽しんでいただくためのツールとして提供

するという感覚なのかによって大きく異なります。

　社内教育の際にもよく言いますが、モノの価値を上げるのも下

げるのも人です。モノという形は簡単に真似できても、人の力や

質はー朝ータで簡単に真似できるものではありません。モノには

必ず賞味期限があります。だからこそ、人のクオリティ・人質（じん

しつ）を上げてソフトなサービスを追求し、他社との差別化をさら

に図っていくことが大切だと考えております。

モノだけでなく人質

プロフィール：

株式会社スターフライヤー
CS推進部 おもてなしセンター長
東洋英和女学院大学 人文学部卒。北九州市立大学大学院
マネジメント研究科卒（経営学修士）。ＡＮＡ国際線1期
生として国際線を乗務。12年の専業主婦を経て、スター
フライヤーに入社。客室部客室サービスグループ長、営
業部課長、CS推進部シニアマネージャー等を経ておも
てなしセンター長に就任。現在に至る。

渕   けい子
ふち



16JPA  2019 January vol.48-266

るようお願いします。当初は社内でも懐疑的で反対の意見が大半

でしたが、実際にほぼ全員のお客様が教えてくださいました。担当

社員も褒められたら、それに応えたいとう気持ちで書面いっぱい

にお返事を書いています。非常にアナログで愚直な取組みですが、

これを続けることで社員のお客様に向かう意識も変わりつつある

と思っています。

　また、サンキューレターでは、社員の何気ない行動、言葉、心遣い

がお客様の心に醤いたというお声を多数いただいております。これ

らは、お客様の不安げな様子、何か困ったような様子を察して“それ

はお困りでしょう”という心や言葉から生まれた考動によるもので

す。こうした発想でいると、次に自分は何をできるのか、何をすれば

お客様のためになるのかという意識改革へとつながっていくのです。

　一方、苦情や不平・不満などのご意見をいただいた際には、これを

チャンスと捉えるか単にお客様の不満と捉えるか、意識や心の持ち

方次第で宝にもなればごみくずにもなります。これは人の感性であ

り、強いては企業の姿勢です。こうした苦情対応は、適切に問題解決

すれば、逆に再利用可能性が高くなり、ロイヤルカスタマーを生み出

します。問題解決するためには、サービス改善のチャンスとして捉

え、諦めないこと、そしてスピーディーな対応が重要です。

　実は社内で“苦情”という言葉は禁止しており、遣っていません。

ポジティブにお客様のご意見をいただくためにチャンスボイスと

言い換えています。一方、お褒めやお礼の言葉はハッピーボイスと

呼んでいます。また、お客さんではなく「お客様」と呼ぶように徹底

するなど、こうした部分でも意識改革を図っています。

　お客様や荷物を単に運ぶのではなく、目に見えないもの、つまり

お客様やその大切な方々の気持ち、荷物に託されたお心までも大

切にお運びすること。これが私共の提供する「輸送価値の核」とな

るものです。

　目の前のお客様だけではなく、その背景にあることを想像して

考動することが新たなサービスの創造へとつながります。お客様

の背景を想像して、何ができるのか、何をすべきか、お客様が何を

お求めなのかを常に頭の中で考え、実行する。こうしたお客様本位

の視点でサービスが行えるよう、社員1人につき1案5万円の自由

裁量権を付与しています。良いサービスを行うためには社員を信

じ、裁量をあたえることも重要です。現在はまだグランドスタッフ

だけですが、今後、客室乗務員や一般社員にも展開していきたいと

考えています。実際に予定した便に遅れた方がいた際には、払い戻

しを行い、裁量から差額分をお支払いして他社の便にお乗りいた

だくこともあります。それがお客様のためだからです。お客様はと

ても感謝してくださいますし、結果的には次も弊社を選んでくださ

り、継続利用意向へとつながります。

想像が創造につながる

　こうした自己裁呈に加えて、対応履歴管理やアフターフォローを

確実に行うことも顧客満足から感動へ向けての取り組みとして重

要です。これまではお客様からのサービス提案などに対して「大変

貴重なご意見ありがとうございました。サービス改善へとつなげ

てまいります」で終わっていました。しかし、最近徹底しているの

は、お客様からいただいた声やサービス提案に対して、検討を重ね

て最終的にどうなったのか、どのように活用できているか、結果を

お伝えすることです。それがお客様とのコミュニケーションであ

り、私共の感謝の表しだと考えています。そうするとお客様は自分

の意見が形になったことに感動を覚えると同時にお客様ご自身の

自己肯定や満足へとつながり、自分の意見で変わったならまた利

用してみようという考えになります。

　お客様の心にさらにお応えするための新たな取組みとして、サ

ンキューレターという仕組みをスタートさせました。これまでお客

様よりお褒めやお礼のお言葉をいただいた際は、CS推進部員がお

言葉をいただいた社員に成り代わって感謝のお返事を伝えており

ました。しかし、他の誰かがお返事するということはおかしいので

はないかということで、お言葉をいただいた本人が直筆でお客様

へお手紙を書くことにしました。メールでお言葉をいただいた際

は、まずはCS部員がお礼でメールをお返しし、担当社員から直接

お礼を申し上げたい旨をお伝えして宛先・住所を教えていただけ

顧客満足度から感動へ

　社員が安心して働き続けられる仕組みとして、パイロットの育児

休暇取得や日本初となるパートタイムCA制度の導入などの取組

みを初め、月1回の朝カフェによる社員交流の機会創出やコーポ

レートカラーにちなんだブラックビズという社員の意識統ーイベ

ントなども行っています。

　私共は800名程度の小さな会社です。ある意味ここが私共のよ

いところだと思っています。サンキューレターなどの取組みは小さ

な規模だからこそできることだと思います。また、社内の風通しが

よく、お互いの顔が何となくわかるところがESにもつながっている

と考えています。

　資金力も規模も小さい会社で私共が誇れるのは、やはり“人”だ

と思います。一人ひとりのお客様の真剣な心・気持ちに対して、

私共も真剣に1件1件丁寧に向き合うこと。今までも、そしてこれか

らも、こうした気持ちを持ち続け、“人”の力で日本一親切な会社に

成長してまいりたいと思っています。

ES、CSRへの取組み

教育委員会
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　平成30年11月9日に東京会場(国立オリンピック記念青
少年総合センター)、12月14日に岡山会場(岡山コンベン
ションセンター)にて講習会を開催しました。
　「プレハブ建築品質向上講習会」はプレハブ住宅の品質
の優位性を明確に訴求するために、多岐にわたる家づくり
の各プロセスにおいて品質を確保し、お客様満足向上を目
指す実務レベルの勉強会で、生産・邸別設計・施エ・アフ
ターサービス・リフォームの5部門の担当者を対象に、実例
を通して工業化住宅メーカーの品質・品質管理の考え方、
手法を理解し、品質・CS向上のヒントをつかんでいただくこ
とを目的とした講習会です。（岡山会場は、リフォーム部門
を除く4部門）
　第18回目となった今年度の講習会は、「お客様満足を更に
高める現場力向上と価値づくり！」をテーマとして両会場で
開催し、全体講習の後、各部門に分かれ事例発表や情報交
換等が行われ、294名が修了されました。また、本年度も両

ＰＨＣ資格認定（新規）講習会開催 教育委員会

プレハブ建築品質向上講習会開催 教育委員会

本年度は、全国10会場でプレハブ住宅コーディネーター(PHＣ) 資格認定(新規)講習会が開催されました。

本年度は、11月・東京、12月・岡山の2会場で全体講習及び各部門講習が行われ、294名が修了されました。

会場とも前日に工場見学会・展示場見学会を開催しました。
　本年度の実施状況を踏まえ、各部門の講師の皆様によっ
て、参加者に更に役立つ次年度の開催計画を策定予定です。

　平成30年11月2日の仙台会場を皮切りに、11月26日の
福岡会場までの全国10会場において平成30年度のプレハ
ブ住宅コーディネーター(PHC)の資格取得のための新規
講習会を開催しました。この講習は、受講資格を有する実務
経験2年目以降の会員各社の営業関連業務担当者向け講習
会になりますが、平成元年に制度化され、平成29年度まで
の資格認定者は累計で32,708名になりました。
　本年度は「プレハブ住宅コーディネーター教育テキスト」
を事前学習した673名が受講しました。資格認定審査の上、
今後、資格認定者の決定と昨年度より制度化された資格試
験成績優秀者の発表を予定しています。
　また、本年度の制度の新規及び変更点は、成績優秀者及
び合格者の氏名について業界紙に掲載することと、新規取
得者の資格有効期限が従来の5年から6年になったことで
す。（5年毎の更新と初回の更新時のみ所定の更新講習会へ
の参加要件は従来どおり）　
　講義内容は、建築法規や関連法令、住宅口ーン・税制など

の営業担当として必要とされる専門知識や社会規範の遵守、
そして当協会の役割や取組みなど多岐に亘っています。日頃
は厳しい競争を繰り広げる各社の担当が机を並べ、共に情
報を共有する貴重な場所としての役割も果たしています。
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PC建築部会

「ＰＣ部材製造管理技術者資格認定　第2回講習・試験」を実施

　今日の建築生産における技術開発の進歩や社会情勢の
変遷に伴い、従来の壁式プレキャスト鉄筋コンクリート工
法から架構式のプレキャスト鉄筋コンクリート工法による
高層集合住宅や一般建築物へとプレキャスト部材の適用
領域が拡大されてきています。これに伴いプレキャスト部
材に使用されるコンクリートにも高強度化や高品質化の傾
向が見られ、日本建築学会建築工事標準仕様書・同解説
JASS 10（プレキャスト鉄筋コンクリート工事）の改定が

ＰＣ部材製造管理技術者資格認定制度について

　ＰＣ部材製造管理技術者資格認定制度による第2回目の講習・試験が11月3日（土）に東京で行われました。また、
12月18日（火）に開催されたＰＣ部材製造管理技術者資格認定企画委員会（委員長：早川光敬 前東京工芸大学教
授）において、67名が合格し、現在14名が認定、登録されています。

行われるなど、プレキャスト部材の製造管理にもより幅広い
知識が求められています。
　当協会では、プレキャスト部材製造管理技術者の資質の向
上と社会的地位の確立を図ることにより、プレキャスト部材
製造工場のレベルアップを目指し、「ＰＣ部材製造管理技術
者資格認定制度」を設け、昨年度より本制度を発足しました。

新規会員のご紹介

新たに入会された会員会社をご紹介します。
平成30年12月25日付入会

住宅設備機器、流通店舗用電気設備、冷凍設備用電気
設備、省エネ設備機器の販売

路（みち）を拓（ひら）く。企業や社会が抱える課題を解決
するための、技術とソリューション。電気の可能性を切り
拓くことは、私たちの使命です。

代表取締役　河村 幸俊

所在地

【会社概要・事業内容】

〒461-0005

電　話 052-930-6366
U R L https://www.kawamura.co.jp/

corporate/group/kawamurahanbai/

愛知県名古屋市東区東桜2-2-15
シンワ第三ビル5Ｆ

河村電器販売株式会社

賛助会員

【プレ協会員へのメッセージ】
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